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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

(1) 経緯

当社は、外部からの指摘により、当社における不正会計の可能性を認識したことから、平成30年２月28日の取締

役会において、当社の過年度決算における不適切な会計処理等に係る事実認識を目的とした社内調査委員会の設置

を決議して調査を開始し、その後平成30年５月11日から調査主体を独立委員会に移行して調査を行ってまいりまし

た。

平成30年７月11日に独立委員会による調査報告書の指摘を受け、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記

載されている連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正するために

四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
(2) 会計処理

連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表において、不適切な会計処理により過大に計上されていた

「売上高」の金額を修正するとともに、関連する「売掛金」「未成工事支出金」「関係会社株式」等の残高を修正

し、その他必要と認められる修正を行いました。

これらの修正により、当社が平成29年２月14日に提出いたしました第32期第３四半期（自　平成28年10月１日　

至　平成28年12月31日）四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条

の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

訂正後の四半期連結財務諸表については、松澤公認会計士事務所及び向山公認会計士事務所により四半期レ

ビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。

なお、四半期連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後の

XBRLデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 
２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

１　事業等のリスク

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

注記事項

（継続企業の前提に関する事項）

（セグメント情報等）

（１株当たり情報）

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は、　　を付して表示しております。

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第31期

第３四半期連結
累計期間

第32期
第３四半期連結

累計期間
第31期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 1,790,197 1,784,586 1,868,613

経常利益又は経常損失(△) (千円) △28,818 24,841 △108,219

親会社株主に帰属する
四半期純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)

(千円) △35,572 15,042 △165,630

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △35,660 21,749 △165,573

純資産額 (千円) 136,318 624,049 1,211

総資産額 (千円) 873,463 2,032,560 1,117,518

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期(当期)純損失
金額(△)

(円) △19.31 7.68 △89.91

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 7.52 ―

自己資本比率 (％) 15.0 22.5 0.1
 

 

回次
第31期

第３四半期連結
会計期間

第32期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △20.41 △35.41
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第31期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失のため記載しておりません。

４．第31期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。

当第３四半期連結累計期間における、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。

平成28年10月27日付で当社を株式交換完全親会社、株式会社エールを株式交換完全子会社とする株式交換を行いま

した。

さらに、株式会社エールの子会社である株式会社エールケンフォーを連結の範囲に含めております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

(1) 事業等のリスク

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事

業等のリスク」についての重要な変更はありません。

(2) 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度において重要な営業損失121百万円、経常損失108百万円及び親会社株主に帰属

する当期純損失165百万円を計上し、また、営業キャッシュ・フローについても△230百万円と大幅なマイナスと

なっております。

当第３四半期連結累計期間の業績においては、営業利益19百万円、経常利益24百万円、親会社株主に帰属する四

半期純利益15百万円を計上しているものの、依然として、当社グループでは、当該事象または状況を早期に改善、

解消すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況及びその対応策に関しましては、「３　財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(7)継続企業の前提に関する重要事象等を解消するための対応

策」に記載しております。

 
２ 【経営上の重要な契約等】

当社は平成28年10月６日開催の取締役会決議に基づき、当社創業者中村健治が経営する株式会社エールとの間で株

式交換契約を締結しました。株式会社エールは、同じく中村健治氏が経営する株式会社エールケンフォーの株式の

51％を保有する親会社であり、株式会社エールケンフォーでは、独自の再生可能エネルギー関連事業、省エネルギー

関連事業を展開しております。

再生可能エネルギー関連事業におけるエールケンフォー社の実績・技術、省エネルギー関連事業における開発力を

当社グループ内に内製化することは、当社グループの今後の成長に大きく寄与することと判断し、本簡易株式交換に

よる連結子会社化を決議いたしました。

 

株式交換の概要は、以下の通りであります。

(1) 株式交換の内容

当社を完全親会社とし、株式会社エールを完全子会社とする株式交換。

(2) 株式交換の日(効力発生日)

平成28年10月27日

(3) 株式交換の方法

株式交換日現在の株式会社エールの株主名簿に記録の株主に対し、当社は普通株式359,900株を新たに発行し割

当交付致します。

(4) 株式交換比率

 当社 株式会社エール

株式交換比率 590株 1株
 

(5) 株式交換比率の算定根拠

本株式交換の株式交換比率の公正性・妥当性を確保するために、当社は第三者算定機関として株式会社プルー

タス・コンサルティングに株式会社エールおよび株式会社エールケンフォーの株式価値の算定を依頼いたしまし

た。当社は、株式会社プルータス・コンサルティングから提出を受けた株式価値の算定結果を参考に、各社の財

務状況、業績動向等を勘案の上、エール社との間で真摯に協議・交渉を行いました。その結果、「(4) 株式交換

比率」に記載の株式交換比率は妥当であり、それぞれの株主の利益に資するものであると判断しました。
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(6) 株式交換完全子会社となる会社の概要

名称                     株式会社エール

所在地                   東京都渋谷区恵比寿２-28-11-204

代表者                   中村健治

事業内容                 再生エネルギー事業、省エネルギー事業

資本金                   1,525万円

設立年月日               平成28年９月12日

発行済株式総数           610株

 
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による各種経済政策や金融緩和を背景に企業収益

や雇用情勢が改善するなど、緩やかな回復基調で推移しましたが、中国をはじめとする新興国の景気減速や英国の

EU離脱、米国大統領選挙の影響もあり、先行きについては依然不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは再生可能エネルギー関連事業を主たる事業として積極的に事業を推進して

おります。また、平成28年10月に発表いたしました株式交換による株式会社エールの子会社化により、省エネル

ギー事業を含めた総合エネルギー事業者として事業を拡大推進して参ります。当第３四半期連結累計期間における

損益の状況については、前年同期に比べ売上は減少し、営業損失計上ではありますが、売上総利益率は改善してお

り、営業損益についても改善している状況であります。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高1,784百万円(前年同期比５百万円減、0.3％減)、営業利

益19百万円(前年同期 営業損失23百万円)、経常利益24百万円(前年同期 経常損失28百万円)、親会社株主に帰属す

る四半期純利益15百万円(前年同期 四半期純損失35百万円)となりました。

 

セグメントの業績については、次のとおりであります。

 (省エネルギー関連事業)

省エネルギー関連事業におきましては、現状は、大幅に人員を絞り込んで事業推進しておりますが、継続顧客

から受託した省エネ改修工事を中心に売上構築しましたが、前年同期に比べ大型案件が無かったため、売上高185

百万円(前年同期比180百万円減、49.4％減)、セグメント損失は11百万円(前年同期 セグメント損失34百万円)と

なりました。

 (再生可能エネルギー事業)

再生可能エネルギー事業におきましては、連結子会社化した株式会社エールケンフォーを含め太陽光発電設備

の設置工事受託等が計画通りに進捗し、売上高は前年同期比増加しました。結果、売上高1,599百万円(前年同期

比175百万円増、12.3％増)、セグメント利益は27百万円(前年同期比23百万円増、503.4％増)となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より915百万円増加し、2,032百万円となりました。こ

れは主に株式会社エールケンフォーの連結子会社化による影響もあり、現金及び預金の増加117百万円、売掛金の増

加116百万円、のれんの増加119百万円、有形固定資産の増加458百万円等によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末より292百万円増加し、1,408百万円となりました。これ

は主に株式会社エールケンフォーの連結子会社化による、短期借入金の増加189百万円及び長期借入金の増加274百

万円、前受金の減少166百万円等によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末より622百万円増加し、624百万円となりました。これ

は主に株式会社エールケンフォーの連結子会社化による影響もあり、その他資本剰余金が365百万円増加したことに

よるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間において特記すべき事項はありません。

　

(5) 生産、受注及び販売の実績

当第３四半期連結累計期間において特記すべき事項はありません。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く経営環境は国策として推進されております再生可能エネルギー設備への積極投資を背景

に市場環境が変化しており、前連結会計期間末時点の想定通り推移しております。

　

(7) 事業等のリスクに記載した継続企業の前提に関する重要事象等を解消するための対応策

当社には、「第２　事業の状況　１．事業等のリスク　(２)継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のとお

り、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当該事象又は状況を改善、解消するための対応策として下記項目について取り組んでおります。

①　営業利益及びキャッシュ・フローの確保

前連結会計年度に引き続き、各案件の精査を行い、継続的に原価の低減を図り、利益率の向上を進めてまいり

ます。また、バイオマス燃料事業(ＰＫＳ事業)を早期に立ち上げ、安定的な売上・利益を確保する体制の構築を

進めてまいります。

②　案件精査、利益率確保のための体制

案件の精査、見積の正確性を高めるため、営業担当、技術部門、工事管理部門参加のプロジェクト会議を立ち

上げております。本プロジェクト会議は、月に１回の定例会議と大型案件が発生した場合の臨時会議を行い、案

件ごとの想定原価審査、工程の確認等により利益率確保に努めてまいります。

③　諸経費の削減

随時、販管費の見直しを実施し、販管費の削減を推進し、利益確保に努めてまいります。

④　資金調達

財務体質改善のために、将来的な増資の可能性も考慮しつつ、借入金を含めた資金調達の協議を進めておりま

す。

　

しかしながら、これらの対応策を講じても、業績及び資金面での改善を図る上で重要な要素となる売上高及び営

業利益の確保は外部要因に大きく依存することになるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められます。

なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確

実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社省電舎ホールディングス(E05452)

訂正四半期報告書

 7/26



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 4,920,000

計 4,920,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,502,173 2,502,173
東京証券取引所
市場第二部

(注)１、２

計 2,502,173 2,502,173 ― ―
 

(注) １．株主として権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

２．単元株式数は100株であります。
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(2) 【新株予約権等の状況】

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。

 

決議年月日 平成28年10月６日

新株予約権の数(個) 6,000個(注１)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 600,000(注１)

新株予約権の行使時の払込金額(円) 496

新株予約権の行使期間 平成28年10月24日から平成30年10月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　496
資本組入額　　248

新株予約権の行使の条件 当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結し
た「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認
を要するものとする。

代用払込に関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注３)
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
 

調整後
行使価額

 
 
＝

 
 

調整前
行使価額

 
 
×

 

既発行株式数＋
割当株式数×

１株当たり
払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数＋割当株式数
 

３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において

残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組

織再編成行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約

書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以

下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残

存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年10月27日
(注１)

359,900 2,202,173 ― 873,099 ― 680,279

平成28年11月24日
(注２)

200,000 2,402,173 49,740 922,839 49,740 730,019

平成28年12月29日
(注２)

100,000 2,502,173 24,870 947,709 24,870 754,889
 

(注) １．当社を株式交換完全親会社、株式会社エールを株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。

２．新株予約権行使による増加であります。

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の

基準日(平成28年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 
① 【発行済株式】

   平成28年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,501,400
25,014

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

単元未満株式
普通株式

773
― ―

発行済株式総数 2,502,173 ― ―

総株主の議決権 ―  ―
 

(注)　「単元未満株式」には自己株式１株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成28年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

(注)　平成28年12月31日現在の当社保有の自己名義所有株式数は、１株でございます。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、アスカ監査法人により四半期レビューを受けております。

なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、松澤公認会計士事務所及び向山公認会計士事務所により四半期レビューを受

け、四半期レビュー報告書を受領しております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 248,033 365,383

  受取手形及び売掛金 46,206 162,594

  原材料 17,391 45,493

  未成事業支出金 596,738 574,013

  その他 94,080 139,328

  貸倒引当金 △7,683 △25,021

  流動資産合計 994,766 1,261,792

 固定資産   

  有形固定資産 3,714 462,037

  無形固定資産   

   のれん ― 119,553

   その他 80 80

   無形固定資産合計 80 119,633

  投資その他の資産   

   投資有価証券 90,090 125,972

   破産更生債権等 149,315 149,315

   その他 72,896 117,154

   貸倒引当金 △193,345 △203,345

   投資その他の資産合計 118,957 189,097

  固定資産合計 122,751 770,768

 資産合計 1,117,518 2,032,560

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 5,030 62,520

  短期借入金 165,000 354,070

  未払金 236,850 183,535

  前受金 548,759 382,399

  未払法人税等 24,595 5,992

  メンテナンス費用引当金 305 155

  工事損失引当金 56,300 14,000

  その他 79,087 25,343

  流動負債合計 1,115,928 1,028,016

 固定負債   

  長期借入金 ― 274,670

  繰延税金負債 378 68,402

  その他 ― 37,423

  固定負債合計 378 380,495

 負債合計 1,116,307 1,408,511
 

 

EDINET提出書類

株式会社省電舎ホールディングス(E05452)

訂正四半期報告書

12/26



 

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 873,099 947,709

  資本剰余金 680,279 1,045,688

  利益剰余金 △1,553,024 △1,537,982

  自己株式 △1 △1

  株主資本合計 352 455,414

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 858 1,470

  その他の包括利益累計額合計 858 1,470

 新株予約権 ― 420

 非支配株主持分 ― 166,743

 純資産合計 1,211 624,049

負債純資産合計 1,117,518 2,032,560
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 1,790,197 1,784,586

売上原価 1,483,912 1,422,239

売上総利益 306,285 362,346

販売費及び一般管理費 329,545 343,104

営業利益又は営業損失（△） △23,260 19,242

営業外収益   

 受取利息 313 100

 受取配当金 7 12

 契約解除収入 ― 7,014

 その他 383 2,563

 営業外収益合計 704 9,691

営業外費用   

 支払利息 2,069 3,602

 その他 4,191 489

 営業外費用合計 6,261 4,092

経常利益又は経常損失（△） △28,818 24,841

特別利益   

 新株予約権戻入益 787 ―

 特別利益合計 787 ―

特別損失   

 固定資産売却損 470 ―

 特別損失合計 470 ―

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△28,501 24,841

法人税、住民税及び事業税 7,071 5,394

法人税等調整額 ― △1,690

法人税等合計 7,071 3,703

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,572 21,137

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― 6,095

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△35,572 15,042
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,572 21,137

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △87 612

 その他の包括利益合計 △87 612

四半期包括利益 △35,660 21,749

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △35,660 15,654

 非支配株主に係る四半期包括利益 － 6,095
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社グループは、前連結会計年度において重要な営業損失121,410千円、経常損失108,219千円及び親会社株主に

帰属する当期純損失165,630千円を計上し、また、営業キャッシュ・フローについても△230,119千円と大幅なマイ

ナスとなっております。

当第３四半期連結累計期間の業績においては、営業利益19,242千円、経常利益24,841千円、親会社株主に帰属す

る四半期純利益15,042千円を計上しているものの、依然として継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるよ

うな状況が存在しております。

当社グループは、上記の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消するために、以下の対応策

を講じ、当該状況の解消又は改善に努めてまいります。

　

①営業利益及びキャッシュ・フローの確保

当連結会計年度に引き続き、各案件の精査を行い、継続的に原価の低減を図り、利益率の向上を進めてまいりま

す。また、バイオマス燃料事業(PKS事業)を早期に立ち上げ、安定的な売上・利益を確保する体制の構築を進めてま

いります。

　

②案件精査、利益率確保のための体制

案件の精査、見積の正確性を高めるため、営業担当、技術部門、工事管理部門参加のプロジェクト会議を立ち上

げております。本プロジェクト会議は、月に１回の定例会議と大型案件が発生した場合の臨時会議を行い、案件ご

との想定原価審査、工程の確認等により利益率確保に努めてまいります。

　

③諸経費の削減

随時、販管費の見直しを実施し、販管費の削減を推進し、利益確保に努めてまいります。

　

④資金調達

財務体質改善のために、将来的な増資の可能性も考慮しつつ、借入金を含めた資金調達の協議を進めておりま

す。

　

しかしながら、これらの対応策を講じても、業績及び資金面での改善を図る上で重要な要素となる売上高及び営

業利益の確保は外部要因に大きく依存することになるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められます。

なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確

実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

当第３四半期連結会計期間より、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社エールを株式交換完全子会社とする

株式交換を実施したことに伴い、株式会社エール及びその子会社である株式会社エールケンフォーを連結の範囲に

含めております。

 

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告

第32号　平成28年６月17日)を第１四半期連結会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。

 

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日)を第１四半

期連結会計期間から適用しております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの

償却額は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

減価償却費 2,652千円 10,066千円

のれん償却額 ― 4,122千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。　

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

当第３四半期連結累計期間おいて、平成28年10月27日付で当社を株式交換完全親会社、株式会社エールを株式交

換完全子会社とする株式交換を行い、資本剰余金が290,799千円増加しております。

また、新株予約権の行使により、資本金が74,610千円、資本準備金が74,610千円増加しております。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が947,709千円、資本剰余金が1,045,688千円と

なっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２省エネルギー
関連事業

再生可能
エネルギー事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 365,851 1,424,345 1,790,197 ― 1,790,197

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 365,851 1,424,345 1,790,197 ― 1,790,197

セグメント利益又はセグメン
ト損失(△)

△34,836 4,612 △30,223 6,963 △23,260
 

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント利益又はセグメント損失(△)は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２省エネルギー
関連事業

再生可能
エネルギー事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 185,179 1,599,407 1,784,586 ― 1,784,586

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 58 58 △58 ―

計 185,179 1,599,465 1,784,644 △58 1,784,586

セグメント利益又はセグメン
ト損失(△)

△11,429 27,831 16,402 2,840 19,242
 

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント利益又はセグメント損失(△)は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(企業結合関係)

(取得による企業結合)

１．企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称     株式会社エール

事業の内容           再生エネルギー事業、省エネルギー事業

(2) 企業結合を行った主な理由

当社は、創業以来、お客さま施設のエネルギー使用状況の調査、省エネルギー設備導入の提案及び施工、省エ

ネルギー設備導入効果の検証・削減保証を行う省エネルギー事業を推進して参りました。

しかしながら、平成23年３月の東日本大震災に端を発した電力供給の逼迫及び電力価格の高騰により、我が国

における電力に対する認識が大きく変化いたしました。

電力に対する意識変化や再生可能エネルギーの活用が活発になる中、平成24年７月に開始された固定価格買取

制度により、再生可能エネルギー市場は、太陽光発電設備の急増等、急激に拡大することとなりました。

このような事業環境の大きな変化の中、当社は、太陽光関連事業を中心とした、再生エネルギー事業を中心と

する事業構造への戦略転換を進めました。しかしながら、電力買取価格の値下がりや参画企業の増加による競争

激化など、従来型の再生エネルギー事業の環境変化は激しく、今後の当社成長性をより確実なものにするには、

太陽光以外のエネルギーによる「再生可能エネルギー事業」と、新たな事業環境に対応した「省エネルギー事

業」の構築を行い、この２つの柱を充実させ、より強固な事業構成を構築することが急務であります。

こういった状況の変化などから、当社としては一度発表しました省エネルギー事業からの撤退を撤回し、事業

のもう一つの柱として資源投入をしていく方針といたしました。

株式会社エールは平成28年９月に当社創業者中村健治氏が設立した会社で、現在は株式会社エールケンフォー

の株式を保有しているのみで、具体的な事業活動の予定はありません。一方、株式会社エールケンフォーは、同

じく中村健治氏が経営する会社で太陽光発電関連と省エネルギー商材の開発と販売で、業績を伸ばしてきまし

た。当社は、従来型の太陽光発電関連事業は減少するものの、同社開発による太陽光関連設備、あるいは省エネ

ルギー関連商材には、需要拡大の可能性があると判断しております。

当社は、再生エネルギー事業におけるエールケンフォー社の実績・技術、省エネルギー事業における開発力を

当社グループ内に内製化することが、当社グループの今後の成長に大きく寄与することと判断し、本簡易株式交

換による連結子会社化を決議いたしました。

(3) 企業結合日

平成28年10月27日

(4) 企業結合の法的形式

株式交換

(5) 結合後企業の名称

変更はありません。

(6) 取得した議決権比率

①　企業結合直前に所有していた議決権比率                       ―％

②　取得した議決権比率         株式交換によるもの          100.0％

③　取得後の議決権比率                                      100.0％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が株式交換により、被取得企業の議決権100％を取得したものであり、当社を取得企業としております。

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

みなし取得日を平成28年10月31日としたため、平成28年11月１日から平成28年12月31日まで

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 290,799千円

取得原価 290,799千円
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４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数

(1) 株式の種類別の交換比率

株式会社エールの普通株式１株：株式会社省電舎の普通株式590株

(2) 株式交換比率の算定方法

株式交換比率の算定にあたっては、株式会社プルータス・コンサルティングに株式交換比率の算定を依頼し、

提出された報告書に基づき当事者間で協議の上、算定しております。

(3) 交付した株式数

普通株式　359,900株

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額

123,675千円

(2) 発生原因

株式会社エールケンフォーにおける今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であります。

(3) 償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却

 

EDINET提出書類

株式会社省電舎ホールディングス(E05452)

訂正四半期報告書

21/26



 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎

並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額（△）

△19円31銭 7円68銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）
(千円)

△35,572 15,042

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社に帰属する当期純利益又は
普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失金額（△）(千円)

△35,572 15,042

普通株式の期中平均株式数(株) 1,842,272 1,957,375

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 7円52銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―

(うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) ― ―

普通株式増加数(株) ― 43,751

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注) １. 前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であるため、記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

 

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成30年８月10日

株式会社省電舎

取締役会　御中

 

松沢公認会計士事務所

 公認会計士   松澤　博昭   印
 

 

向山公認会計士事務所

 公認会計士   向山　光浩   印
 

 

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社省電舎の平

成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成28年10月１日から平成28年12

月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る訂正後の四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

私たちの責任は、私たちが実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を

表明することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

私たちは、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社省電舎及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

強調事項

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは前連結会計年度において重要な営業損失、経

常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローについても大幅なマイナスとなっており、当第３四半期連結

累計期間においては営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益を計上しているものの、依然として継

続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な

不確実性が認められる。

なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映

されていない。

当該事項は、私たちの結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係
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会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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